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令和 6年 3月 6日 

各市郡剣道連盟会長 

各加盟団体会長   殿 

（一財）宮城県剣道連盟 

会 長 井上 雅勝 

（公印省略） 

宮城県剣道（審判法）講習会ご案内 

時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本連盟に格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

さて、宮城県剣道（審判法）講習会を開催致しますので、貴剣道連盟・団体の皆様に周知のほ

どお願い致します。なお、今回の講習は、審判員としての資質向上を図るとともに、「暫定的な

試合・審判法の確認事項」及び「全剣連中央講習会内容」について共通理解を持つ場となるため、

各連盟・団体 1名以上の参加をお願い致します。又、各大会等で審判員をされる方々の参加につ

いてご配慮願います。 

 お手数でも貴連盟・団体の参加者を取りまとめいただき、別紙により宮城県剣道連盟事務局ま

でお申込み下さいますようお願い申し上げます。 

記 

１  期 日 令和 6年 4月 20日（土）  開館 8：30    

9：15 講師打合せ   9：30 開講式   15：10閉講式 

２  会 場 宮城県第二総合運動場（宮城県武道館）  

〒982-0844 仙台市太白区根岸町１５－１    電話 022-249-1216 

３ 主 催 一般財団法人宮城県剣道連盟 

４ 講 習 内 容 ①講義 「審判員の心構え」   

②中央講習会伝達事項及び暫定的な試合・審判法確認事項等  

③実技 「審判員としての基本的事項」 

④審判法実技 

５ 講 師 剣道範士 八段 遠藤 勝雄     剣道教士 八段 曽根 孝悦 

         剣道教士 八段 齋藤 浩二     剣道教士 八段 名生伊智郎 

         剣道教士 七段 佐々木栄幸（全剣連中央講習伝達） 

６ 日 程 9:30開講式 11：50昼食 12：40実技 14：30～稽古 15：10閉講式 

７ 受講対象者 剣道三段～七段の県内在住者（各大会等で審判にあたられる方） 

８ 受 講 料 １，０００円（保険料含む）当日受付にて納入すること。 

９ 携 帯 品 剣道具、筆記用具、各自専用審判旗、剣道試合・審判規則、昼食 

10 参加申込方法 別紙申込書で郵送、Ｆａｘ、メールで行う。 

          〒982-0845 仙台市太白区門前町２－１   宮城県剣道連盟事務局宛  

  電話 022-746-8461 Ｆａｘ022-746-8462  

メール info@miyagi-kendo.com 

11  申 込 期 日 令和 6年 4月 12日（金）必着 

12 そ の 他 ・発熱等体調不良の方は参加を自粛してください。 

         ・参加者はマスク着用とします。 

・本講習会は、剣道錬士・教士の称号受審要件講習に該当します。 

・弁当の申し込みを受け付けます。（８００円お茶付き） 


